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 佐賀県告示第229号 

 鹿島港臨港地区内の分区の指定（平成26年佐賀県告示第339号）の一部を次のように改正し、平成28年４月１日から施行する。 

  平成28年３月31日 

佐賀県知事  山  口  祥  義    

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

 略  略 

 関係図書は、佐賀県県土づくり本部交通政策部港湾課及び杵藤土

木事務所において縦覧に供する。 

 関係図書は、佐賀県地域交流部港湾課及び杵藤土木事務所におい

て縦覧に供する。 

 


